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はじめに

切腹の全歴史を通 してもっとも興味深い時代の一つに幕末から明治維新へ移行す

る時期 を挙 げることができる。本報告 では幕末のいわゆる 「攘夷事件」 を手がか り

に、外国人 を襲った者の刑罰に焦点を当て、当時における切腹の位置づ けと意味合

いについて考察する。

本題 に入 る前 に切腹 について簡単に概説 しておきたい。切腹一文字通 り腹 を切 り

裂 く一 とい う行為は、鎌倉時代にかけて武士身分の台頭 とともに定着 した死に方の

方法である。戦場での敗北や無念 とい う強烈な感情、あるいは生きて捕虜 になる(武

人 としてはもっ とも恥 とされたこと)こ とを避 ける、な どがそもそもの動機であっ

た。後の時代には主君の跡 を追って死ぬ、いわゆる追腹 の際にもこの方法が用い ら

れ るよ うになった。 この ように切腹は必然的に何 らかの表明(忠 誠、罪意識、プロ

テス トな ど)の ために行なわれるよ うになった。ここで重要なのは、切腹はその原

型、言い換 えれば理想型において、 自発的で 自主的な一 自分の意志 により自分の手

で腹 を切 る一形をもっていた、 とい うことである。江戸時代 になる と、切腹 は武士

に対す る刑罰 として命 じられ るよ うになった(1)。

刑罰 としての切腹の特徴 を浮き彫 りにす るため、江戸時代の刑罰制度、特に死刑

について説 明を加 えたい。 中世にお ける死刑 の主な方法は斬首で、 「斬刑」(「 刎

刑」)と 呼ばれていた。江戸時代 になると、幕府の 『御定書百箇条』(2)の 規定に

よれば、一般 の死刑 には鋸 引、磔、獄 門、斬罪、死罪 、下手人があった。 『御定

書』 の最後の条、 「御仕置仕形之事」において、後者の三刑 は次のように説 明され

ている。

斬罪

死罪

下手人

浅草品川両所 之中において、町奉行組 同心これ を斬 り、

検使御徒 目付町与力、但、闕所右同断

首 を刎、死骸 取捨 、様(た め し)者 に 申付 、但、闕所右

同断

首 を刎、死骸取捨、但、様者 には申付ず(大 久保1998:

86)

それぞれの刑の違いをま とめてみ ると、 厂下手人」 とは、手を下 して人を殺す と

い う意味で、利欲 に関わ らない殺人(喧 嘩争論な ど)の 場合 に科 され た。や り方

は、 「首 を刎」た後に死骸を取 り捨て、 「様切(た めしぎ)り 」に されず、財産は

没 され ない。それに対 し、 「死罪」 とい うのは利欲 に関わる殺人罪に適用 され、斬

首(「 首 を刎」た)の 後、死骸 を取 り捨て、様切 りに され 、動産 ・不動産が没収

(闕所)さ れ る。 「火罪」は放火罪 に適用 されていた火焙 りの刑罰 で、 「獄門」

は、罪人 を獄 内で斬首 した後、獄 門台 に首をか けて三 日二夜、晒す刑 であった。

「御仕置仕形之事」に挙 げられている 「斬罪」は 厂斬刑」 とも言い、武士以上の者

に科せ られた斬首の刑 であり、その死骸が様切 りに され ることはない(闕 所は付加
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された)(石 井1952:90-1)。

罪の性質によっては、 厂晒 し首」がそ うであるよ うに、主刑の他に見せ しめ ・予

防効果のために付加刑が加わ るこ とがある。先 に挙げたい くつかの死刑 の執行方法

としては、 「磔」 を除いて、共通 にあるのは 「首を斬 る」、つま り打ち首であると

い うことに注意が必要である。

身分上の違いで言 うと、武士身分の者に適用 された死刑は 「斬刑」であ り、や り

方は一般庶民の死罪 と同 じ(打 ち首)で あるが、死体 は様切 りに され ることはな

い。 さらに士族(武 士)と 庶民の死刑 の大きな違い としては、武士には切腹があっ

た とい うことが挙げられ る。 こ うい う刑罰 としての切腹は刑法典に正式に規定 され

ていなかったが、サムライの名誉を配慮 した形で、幕府や主君か ら賜われ る恩典 と

して一般的に見な されていた。例 として、有名 な赤穂浪士に対 し幕府が下 した判決

を挙げることができる。彼 らは、その罪の性質(す なわち、殿 中刃傷事件 を起 こし

た彼 らの主君、浅野内匠頭を切腹:刑にした幕府 の裁可 に間接的に反対 した ともとれ

るような、仇討 を申請せずに殺人を行なった ことで幕府の法に背いたこと)か ら裁

断す ると彼 らは少な くとも斬刑 、厳 しくみ た ら磔 になってもおか しくない。 しか

し、浪士た ちが犯 したこ とは同時に、主君 に代 わってその敵を討ったことで主君へ

の忠誠を果た した ことにな り、道徳的に絶賛に値 され る行為であることも無視 しが

たい。実際、それが民衆の好意 を買って、幕府 としては詮議の末 に彼 らに切腹を言

い渡す とい う判断に至った。事件後 の数百年に渡 り、浪士たちは文学や演劇な どの

作品を通 して英雄 として謳われ続 けた。死後のこのような評判 には、彼 らの切腹 が

間違 いな く影響 している と言って も過言ではない。 このことは同時に、切腹は 「名

図1A・ ア ンベ ー ル の五ε」4ρo〃11〃5〃6(1870)、 絵 の 下 に"LeHara-Kiri:Condamnationd'unNobleau

Suicide"(腹 切 自分 で腹 を切 る刑 に処 せ られ た 高 官(武 士))と 書 い て あ る(国 際 日本 文 化 研 究

セ ン ター 所 蔵)。
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誉ある死」 とい うイメージの確立 と強化に も大 きく関わった、 とここで指摘 してお

きたい(3)。

江戸時代において切腹 は主に刑罰 としての形態 をもってお り、その執行が形式化

してきた(宝 暦治水事業の際に起きた よ うな 自発的な切腹 もあったが、本題 と少 し

ずれ るので、ここでは触れないでお く)。 すなわち、台(三 方)の 上に載った短刀

(場合 によってはそのイ ミテーシ ョンとしての木刀や扇)を 切腹人が取ろ うとす る

瞬間に背後か ら介錯人が首を打ち落 とす とい うのが通常のや り方であった。 ここで

重要なのは、切腹人に腹 を実際に切 らせず、斬首するとい うパ ターンが主であった

(佐久間長敬の 『江戸町奉行事蹟問答』や 『古事類苑 法律部二』 などを参照)。

この問題は重要であるが、本報告では ここまでに留め、機会を改めて突き止めるこ

とに したい。

図2A・ ア ンベ ー ル の五θ加oη1〃 〃5〃6(1870)「 牢屋 の 中庭 にお け る斬 罪 」 とい う題 の つ

い て い る絵(国 際 日本 文 化研 究 セ ン タ ー所 蔵)

上記のことを念頭に置き、本報告 の本題である幕末の事件に 目を向ける。以下で
は、 日本 が開国されてか ら間 もな く起 きた外国人殺害事件 を題材 に、外国人 を攻撃

した 日本人の刑罰 の決定プロセス と刑罰の効果を扱ってみたい。 ここでは、1862年
か ら1868年 の問に起 った生麦 、鎌i倉、神戸、堺事件 に絞って、見てい くことにす

る。外 国人が犠牲 となったケースは他 にも記録 されているが、上記の四つに関 して

は記録 が豊富に残 っているの と、加害者の処分については象徴的な事件であるため

に取 り上げる価値があると考 えている。

1.生 麦事件(NamamugiIncident)

文久2年(1862)8,月21日(新 暦 の9月14日)、 生麦村(4)辺 りを通行 していた薩摩

藩主の父、島津三郎の行列を横切 ったイギ リス人4人 の内、商人であった リチャー

ドソンが藩士 によって殺害 された。武 士の伝統的な考え方か らして、行列を横切 る
ことは死の懲罰に値す る無礼な行為である。 この 「生麦事件」が起 きたのは、対外

対策 などを巡って、幕府 と諸藩 との間に意見相違が顕著になっていた最 中であり、

諸藩の独 占力が強 まってい く時期で もあった。 『川勝家文書』(5>に 収 まってい
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る、この事件 に関す る島津藩留守居か ら幕府に宛 てた届 けには、馬に乗 っていた外

国人が行列に乗 り込むに当たって行列側か ら合図を したが、イギ リス人が聞き入れ

ず、 「無礼に乗込」んだので、先 にいた足軽の岡野新助などが外国人を斬 りつ けて

その一人 を殺 した後に逃 げ、行方 はわか らないが精をもって探索 して取 り調べると

記載 されてある。後 日の書翰 には、い くら探 して も岡野の行方はわか らなく、 これ

以上取 り調べの仕様がない ことを幕府 の方か ら 「外夷」へ伝 えてほ しい と綴ってあ

る。藩側は続けて、仮 に新助が出てきた としても、犯人 として差 し出す根拠はない(6)

と強気の立場をとっている。その理由 として、行列に無礼 に乗 り込む者 を切 り殺す

のは 「古来 よりの国風」、つま り薩摩藩の風習で ある と書翰のなかに弁明 されてい

る(日 本史籍協会1970:207-212参 照)。

イギ リス側 は 「老 中へ」 と宛てた書翰 におい て、 この殺害を 「凶暴悪行」 とし、

犯人の吟味と処罰、並びに賠償金を要求 した。処罰への具体的な要求 としては、 リ

チャー ドソンを殺害 し、一緒にいた者を殺そ うと襲った諸人 中の長たる者 を 「速に

捕 え吟味 して女王殿下の海軍士官の一人或は数人 の眼前 にて其首 を刎ぬべ し」 と求

めた(日 本一史籍協会1970:228)。 最後の 「其首を刎ぬべ し」 とい う処刑執行の詳

細が興味深い(7)。

明治維新 の前後にイ ギ リスの青年外交官 として 日本に滞在 したアーネス ト・サ ト

ウはその著書、オDψ10〃7α∫'η政ρ砌(1921)1こ おいて、 リチャー ドソンの殺害をめぐ

ってイギ リス側 、幕府、薩摩藩 との問のや りとりを詳細 に想起 してお り、ニール大

佐 か ら家老に宛 て られた文書の全文は載せ ていないが、そ こには 「薩摩藩主 に対

し、一名ないしそれ以上のイギ リス士官の面前で リチャー ドソン殺害犯人の審 問と

処刑を行な うこと(中 略)を 要求す る(todemandofthePrinceofSatsumathetrialand

executionofthemurderersofRichardsoninthepresenceofoneormoreEnglishofacers)」

と要求内容 にっいて書かれている(Satow1921:78=1960(上):88-9)。

断乎 として 「殺害者 は発見されなかった」、 「た とえ彼(新 助)が 出てきた とし

ても処罰する根拠 はない」 とい う姿勢 をとり続 けた薩摩藩 に対 し、イギ リスは鹿児

島へ軍艦 を送 り、事が薩英戦争へ と発展 したが、数 日間で和解が得 られた。いずれ

にせ よ、 この事件に関 しては、 リチャー ドソンの殺害者 は処罰 されず に済んだ。

2.鎌 倉 事 件(KamakuraIncident)

元 治1年(1864)1L月21日 、 鎌 倉 大 仏 の 見 物 に 向 っ て い た 二 人 の イ ギ リス 人 、 バ

ー ド とボ ー ル ドウ ィ ン が 浪 人 ・清 水 清 次 郎(元 谷 田部 藩 士)ら に 襲 わ れ
、 刀 で 斬 り

つ け られ 、 仆 れ た(8)。 幕 府 が 捜 査 を初 め て 一 ヶ 月 も た た な い 内 に 主 犯 の 清 水 が 逮

捕 され 、 そ の 少 し 前 に 共 犯 の 二 人 が 処 刑 され た(9)。 臨 席 し た サ トウ は 処 刑 の 模 様

を 次 の よ うに 綴 っ て い る。

処刑 は、一 八 六 四年十 二,月十 六 日(訳 注 元 治元 年 十一 月十 八 日)の 午

後、 日本 の牢獄 の外 囲 いの 中で 執行 され た 。外 国人や 、 日本人 の 見物 が大

勢集 ま って いた 。 三時少 し過 ぎた こ ろ、罪 人 が来 る とい うさ さや きが伝 わ

っ た。扉 が 開か れ て、 目隠 しされ た一人 の 男 が 、縛 られ たま ま、群 集 の 間

を引かれ た。 そ の男 は、荒む しろの上 にひ ざまず か され た。背 後の地 面 ㈲

には、血 を うけ る穴が掘 って あっ た。付 添 の者 が、 この男 の着 物 を下 へ 引

っぱっ て頸 部 を露 出 させ 、刀 のね らい を充 分 よ くす るた め に、罪 人 の髪 の

毛 をな で あげた 。刑 吏 は、刀 の柄 に綿布 を巻 きつ けて、 刃 を充分 に研 ぎあ
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げて か ら、罪 人 の左 に位 置 を しめた。 そ れ か ら、双 手 で刀 を頭 上 に高 くふ

りか ぶ って 、 これ を打 ちお ろすや 、 首 は胴 体 か ら完 全 に切 り離 され た。 刑

吏は 、そ の首 を持 ちあ げて 、立 会い の首席 役 人 の検 視 に供 した。 その役 人

は簡 単 に、 「見届 けた」 と言 った。 首 は穴へ 投 げ こま れ た。そ れ か ら、次

の男 が 引 き出 され てきた 。付 添 の者 は 、罪人 をち ょ うどよい位 置 にひ ざま

ず かせ るの に少 々手 こず っ た様 子 だっ たが 、つ い に人 々(=付 添 いの者)

の満 足す る よ うにや りお わせ た。 前 回 の よ うに頸部 が 露 出 され るや 、前 と

別 な刑 吏が進 み で た。 そ して、 罪人 の左 に 立 ち、刀 を振 りあ げ、前 と同様

な あ ざや か な 手 並 み で振 りお ろ した。 付 添 の 者 が 首 の ない 死 体 を穴 へ か

か え こんで 、そ れ を もみ な が ら、 な るた け速 く血 を流 し出そ うと して い る

の は、 身 の 毛 の よ だつ 凄 惨 な光 景 だ った 。 そ れ か ら私 は 、二 度 と物 好 き

に こん な処刑 を見 る ものか と思 い なが ら、 大急 ぎでそ の場 を立 ち去 った。

(Satowl921:137=1960(上):168-9)

上記の描写か らわか るよ うに、犯人たちは打ち首によって処刑 された。注意すべ

き点 は、彼 らは 目隠 しされ、縄で縛 られた状態で処刑 され、最期 まで丁寧な待遇 を

受けた とは言い難い。斬首となったそ の身が刑執行人に委ね られ、刑吏の意 向に沿

って刑 が進められた。

図3丑 θZ〃〃3跏'θゴLoη40η 飽w8(1865年2月25日 号)に 掲 載 され た ス ケ ソチ。 欄 外 に 「イ ギ リス 将

校 を 殺 害 した 二 人 の 犯 人 の 処 刑 」 と書 い て あ る(国 際 日本 文 化 研 究 セ ン ター 所 蔵)。

斬首の様子は、イギ リス軍の連隊に所属 していたJephsonとElmhirstに よる0〃7ゐ施

'η 」4ρ砌(1869)か らもわかる。刑 を受ける人の名前は載っていないが、説明か ら

は、清水に荷担 していた上記の二人の内の一人であることが推測できる。 この著書

によると、犯罪者は死刑 の直前までに、馬上に縄で固定 された上に手が縛 られた状

態 で町 を引き回された。牢内に入ってきた時の受刑者 の様子 をイギリス人は 「神 を
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模倣 して創 られた人間はこれほ どの状態に減少 される(陥 る)こ とを見たことがな

い し、二度 と見るまい」 と綴っている。(著 者 曰く)死 刑 囚はこの 日までに一年 間

ほど牢獄 に入ってお り、そのことが原因で、顔が青 ざめ、皮膚が しぼみ、かすんだ

眼球が沈没 し、衰えた手が両脇に弱々 しく垂れて、心身のやつれが極まっていた。

それで も本人は残 された力 を振 り絞 って、少 しで も潔 く振 る舞 うように頑張ってい

た。彼 に とって、入 牢中に受 けた拷 問 と窮乏の積 み重 ねか ら、最後に彼 を待 ち受

けていた死 の方が幸せ な逃避 だったであろ う、 とジェフ ソン らは付け加 えて いる

(Jephson,Elmhirst1869:24-33)。 処刑 それ 自体の描写はサ トウのそれ と大体同 じな

ので、 ここでは省略する。

この刑か ら約二週間後、イ ギ リス人の殺害の主犯 である清水清治郎がイギ リス守

備 隊の前 で刑 を受けた。その模様 は、サ トウの著書からも窺える。清水は、死刑の

前 日に町を引き回 された後、死刑 当 日の午前中に刑場内に引き出された。彼は付添

いの人に酒を くれ と頼み、訊問の後は 目隠 しを しないで くれ と役人に頼み、辞世 と

も解 され る詩を読みは じめた。サ トウはその後の ことを次のように伝 えている。

付添いの者が清水の着衣の衿をうしろへ引っぱって、刑吏が斬 りおろせ

るように用意していたとき、 うんとよいように縄 目をゆるめてくれと、清

水が言った。そして、 「後世の人々は、清水清治は実に立派な男だった

と言うだろう」と付け加えた。彼はまた、 「ゲンパチ(訳 注 蒲池源八)

の首を斬った刀では、おれの首は斬れまい」と言って、多分自分の頸の太

いことをしゃれたのだろうが、刃をよく研いでくれと頼んだ。そして、
「どうか、すっぱり斬ってくれ」と言いながら、自分の頸を刀の下にさし

のべた。これが、彼の最期の言葉であった。だが、刀がおりようとした瞬

間、彼は役人に何か注意をしようとしたらしく、頭を左へむけたので、切
っ先が大分目的をはずれた。そこで刑吏は首をたたき切らなければならな

か っ た が そ れ は 実 に 気 味 の 悪 い 光 景 で

あ っ た 。(Satow1921:139-40=1960(上):

171)

彼の首は横浜の吉田橋で三 日間梟架の上に さ

らされた。鎌倉事件についての記述 を締 めくく

る際、サ トウは清水 ら殺害者 を憎まず にはい

られ ない としなが らも、彼の英雄的な気質 を

認 め、祖 国を この よ うな手段で救 えるとい う

「誤 った信念 」 を抱 くよ うにな った ことを遺

憾 とせ ず に はい られ な か った と記 して い る

(Satow1921:140=1960(上):172)。

この実に劇的な事件は他の外国人による記録

や回想記にも登場 している。 ここで、清水の処

罰をめぐっての興味深い見解 を紹介 しておきた

い。1875年 に出版 された、FrancisO.Adamsの

図4R・ ジェフ ソン らの0躍 五施 ∫η勿 砌(1869)、 「鎌倉 での殺人者 の一人 の首」 とい う題の写真。
ベア トの撮影 とされ、写っているのは清水 の晒 し首であ るとい う説 もある(国 際 日本文化研 究セ ン

ター所蔵)。
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跣θ研5∫oワ(ゾ海ραηには、 「習慣化 した特

権 としてサム ライ に与 えられ る死、す な

わちハ ラキ リあ るいは切腹 のプ ロセスを

通 して、 自分の生命 を終わ らせ るとい う

特権 を彼(清 水)は 許 されなかった」 と

書いている。アダムスは、この判決 は正

しい としてい る。 もしも彼 が切腹を させ

てもらえたな らば、死後において人々か

ら英雄 と見 なされ 、赤穂 の47人 の浪人 と

同 じよ うに、彼の墓前で花やお香が絶え

ず飾 られるであろ う。アダムス はまた、

外 国人を殺害す るとい うのは、 この行為

に(地 位 な どの)下 落 と不名誉 な死が伴

うこ とを日本人 は覚えるべきだ と強調 し

てい る(Adams1875:1-2)。 この記述か

らも、切腹刑が もっている 「名誉付与」

作用が明らかになるのである。

清水は事件 当時、浪人の身であった こ

とと、切腹ではな くて斬首刑 になった こ

ととは関係 があるで あろ う。 しか しそれ

以上 に、(以 下 に見 る事件 と異 な り)鎌

倉事件 の犠牲者 は軍人ではなくて一般 人

であ り、贖罪 の観点か ら見て容赦で きな

い点が多いため、結果的には清水は不名

誉な斬首を言い渡 された と言える。

図5R・Jephsonら の0躍L塘 ∫η」φ 砌(1869)、

「刑 執 行 人 と犯 罪 者 」 とい う題 の 写 真 で 、 ベ ア

ト撮 影 と され て い る(国 際 日本 文化 研 究 セ ン タ
ー 所 蔵) 。

3.神 戸事件(KobeIncident,or"BizenAffair")

慶応4年(明 治元年、1868)1,月11日(2,月4日)、 備前藩の兵士が神戸市内を行進

している時、行列 のす ぐ前方 を横切った一人 のア メリカ人水兵 は家老の家来に射殺

された。 この事件 は、幕府 から天皇が率い る新政府へ と政権が交代す る時期に当た

った。発砲命令を した とされ る備前藩 士 ・滝善三郎が数 日後、兵庫 の永福寺で切腹

した。 この刑罰は他のだれでもな く、御 門(明 治天皇)自 身 より命 じられた と伝 え

られている。夜 の十時半か ら行 なわれた この儀式には各国の公使館 か ら総勢7人 が

立 ち会った。臨席 したイギ リス外交官のA・B・ ミッ トフォー ドや 、サ トウの著書

にこの儀式の様子が詳細 に綴 られている。少々長 くなるが、上に挙げた清水清治郎

らの斬首刑 と比較 しなが ら、まず ミッ トフォー ドによる記述を参照 されたい。

不 安 な気 持 ちで数 分 が過 ぎ る と、 滝善 三 郎が 広 間に入 って きたが 、年 は

三十 二歳 で 、背 が高 く、が っ し り してお り、堂 々 と した態 度 で、特 に 重要

な 時 に用 い る麻 の裃 を着 けて礼 装 して いた 。 彼 と一緒 に介 錯 が 一人 と、

役人 が三 人 、 同道 して きた が、彼 らは金 の刺繍 で縁 取 りした 陣羽織 を着 て

い た。(中 略)も う一度 深 くお 辞儀 を した後 で 、滝善 三郎 は悲 痛 な告 白を

し よ う とす る人 間 の 心情 を裏 書 き す る よ うな感 動 とた め らい に満 ち た声

で 、 次 の よ うに述 べ た が、 そ の 表 情や 態 度 に は少 しの乱 れ もな か っ た。
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「私 は独 りで、 正 当な理 由もな く、神 戸 で外 国人 に発砲 す るよ うに命 じ

ま した。彼 らが逃 げ よ うとした時 、 も う一 度 同 じよ うに命 令 しま した。 こ

の罪 に よって私 は切腹 い た します(disembowelmyself)。 ご臨席 の皆 様方

に は、 な に とぞ 、 ご検 証 の栄 を賜 ります よ う、 お願 い 申 し上 げ ま す 」。

も う一度 礼 をす ると、彼 は上 衣 を帯 の所 ま で 下げ て腰 の あた りま であ ら

わに した。 彼 は仕 来 り通 りに 、後 ろへ倒 れ な い よ うに袖 を膝 の下 に注 意深

く敷 き込 ん だ。 そ れ は 立派 な 日本 の武 士 は 後 ろ に倒 れ て死 ぬべ きで は な

いか らで あ った。 慎重 な落 ち着 い た手つ きで 、彼 は 自分 の前 に置 かれ た短

刀 を手 に 取 り、思 い を込 めた様 子 で愛 しげに それ を見 つ め た。 一 瞬 の間 、

最 後 の気持 ちを集 中 させ よ うと して い るか に 見 えた が、短 刀 を左 側 の腹 に

深 く突 き刺 し、 ゆっ く りと右側 へ 引い た。 そ して、傷 の 中 で刃 を返す と、

上 向 きに 浅 く切 り上 げた。 この胸 の悪 くす る よ うな痛 ま しい動作 の 間、彼

は顔 の筋 肉一 つ動 か さな か った。彼 は短 刀 を引 き抜 くと、前 屈み に な って

首 を差 しのべ た。 そ の 時初 めて 苦痛 の表 情 が 彼 の 顔 を ち ら りと横 切 っ た

が、 一 言 も発 しなか っ た。 彼 の そ ば に うず く ま って 、 そ の動 作 を注意 深

く見 守 っ て い た介 錯 が 、 そ の瞬 間 、す っ く と立 ち上 が り、一 瞬 、 刀 を空

中 に構 え た。 刀 が さっ と閃 く と、重 たい 物 が 落 ち る ど さっ とい う嫌 な音

が した。 一太 刀 で 首 は 体 か ら切 り落 と され た ので あ る。 そ の後 、 死 の よ

うな沈 黙 が続 い た が 、 わず か にそれ を破 る も の は、 目の前 の死 体 か ら ど

くど く流れ る血 潮 の 不気 味 な音 だ け で あ っ た。 ほん の 一 瞬前 まで は 、 そ

れ は勇 敢 で 、義 侠 的 な 男 だ った の で あ る。 本 当 に恐 ろ しい こ とだ っ た。

介 錯 は 深 く一 礼 す る と、 用 意 して い た 紙 で 刀 を拭 い 、 高 座 か ら 下

りた 。 血 に 汚 れ た 短 刀 は 切 腹(execution)の 血 塗 られ た 証 拠 と して

うや うや しく運 び去 られ た。

天皇 の代 理 の二 人 の役人 は 、 自分 たち の席 を離 れ て広 間 を横 切 り、外 国

人側 の証 人席へ 来 る と、滝 善 三郎 の死刑 の執行 が忠 実 に実行 され た こ とを

よ く見 届 けて欲 しい と声 を掛 けた。 儀 式 はそ れ で終 わ り、我 々 は寺 を後 に

した。(Mitfbrd,1966:401-405=1998:128-132)

ここで注 目すべ きなのは、この刑 は最後に介錯 による打 ち首で終 わるのだが、切

腹者は腹を幾分か実際に切 っていることである。 また、儀式は細かい作法に沿 って

進 められ、それ らの動作は受刑者の尊厳 と名誉 を傷つけないための役割 をもってい

たことは明らかである。

ミッ トフォー ドの記 している滝の切腹模様は、同 じ儀式 に臨席 していたサ トウの

説明 とほぼ一致 している。後者の方には死刑が決 定されるプ ロセスについての言及

があ り、興味深いので、 ここで触れておきたい。

外国人水兵の射殺が発覚 した後、外国代表側 は備前の行為 に対 し、賠償 と発砲を

司令 した士官の処刑(capitalpunis㎞ent)を 、連名 の文書をもって新政府 に要求 し

た。交渉はイギ リス領事館 が取 り仕切 っていたので、その背後 にあった動きについ

て、サ トウが 自分 の意見を交えながら語ってい る。外 国側の要求に対 し、朝廷 と

の仲介役 を務 めていた伊藤博文 は、備前の家老 に腹切 をや らせ るこ とに 日本側 も

同意す るであろ うと言ったそ うである。サ トウが 日本 の友人か ら聞いた ところで

は、朝廷では、あらゆる理 由か ら死刑の宣告に同意す ると思われたが、 しか し、家

老の 日置帯刀 に対 しては打ち首でなく、腹切 をさせたかったであろ う(Satowl921:

325-7=1960(下):139-41)。 これは、家老 とい う高い立場のゆえであると考え られ

る。 ちなみに、旧友で、薩摩藩士の南部弥八郎 と柴 山良助が死刑になった とい う報
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告 を受 け た サ トウは 柴 山 に っ い て 、 彼 は 厂単 な る 打 ち 首(simpledecapitation)」 と

な っ た と記 して い る(Satow1921:329=1960(下):143)。 柴 山 の 最 期 を め ぐ っ て 数

説 が あ り こ こ で は 省 略 す る が 、 先 に 挙 げ た 表 現 か ら も、 打 ち 首 と切 腹 は違 う と い う

見 方 が な され て い る こ とが 分 か る。

結 局 は 家 老 で は な く、 発 砲 命 令 を した 士 官(滝 善 三 郎)の 切 腹 が 天 皇 政 府 に よ っ

て 決 定 した 。 イ ギ リス 領 事 館 の 長 官 ・ハ リー 卿 が刑 の 執 行 を猶 予 す べ き か 、 減 刑 す
べ き か に っ い て サ トウ らに 相 談 を も ち か け た が

、 サ トウ は 、 処 分 を寛 大 に す る の は

間 違 い だ とい う旨 を彼 に伝 え た 。 こ の 処 罰 の ニ ュ ー ス は 「ジ ャ パ ン ・タイ ム ズ 」 を

通 して イ ギ リス ま で 届 い た が 、 サ トウ に よ る と、 記 事 に 載 っ て い た 切 腹 儀i式 の 目撃

談 は 捏 造 で あ っ た(こ の こ とに つ い て は 、 本 報 告 書 で 扱 っ て い る 問 題 か らは 少 し外

れ て い る の で 、 こ こ で は 論 じな い)。 新 聞 記 事 の 結 び 文 句 、 す な わ ち 「死 刑 執 行 に

臨 ん だ の は キ リ ス ト教 徒 と し て け しか ら ぬ(disgracefhl)」 に 対 して 、 サ トウ は 次

の よ うに 述 べ て い る。

腹切(harakiri)が いや な見 世 物(disgustingexhibition)だ とい う理 由

で 、それ に臨席 した の は恥 だ とい うのだ が、私 は む しろ 自分 が全力 をつ く

して実行 させ た この刑 罰 の立 会 い に尻 ごみ しなか った こ とを 、か え って誇

りに思 って い る。 腹切 はいや な 見 世物 で はな く、 きわ めて 上 品な礼 儀正 し

い一 っ の儀 式(mostdecentanddecorousceremony)で 、 イ ギ リス人 が よ く

ニ ュー ゲー ト監獄 の 前で公 衆 の娯 楽 の た めに催 す もの よ りも、 は るか に厳

粛 な もの(farmorerespectable)だ 。 この罪 人 と同藩 の人 々 は私 たち に向

か って 、 この 宣告 は公 正 で 、情 け あ る ものだ と告 げ た ので あ る。(Satow

1921:346-7=1960(下):166)

サ トウ は 続 け て 、 堺 事 件 に つ い て も言 及 す る。 彼 の 見 解 で は 、 日本 人 は 、 害 意 の

な い 、 非 武 装 の ボ ー ド乗 組 員 を 虐 殺 し た の で 、 殺 害 者 の 処 罰 は 従 来 例 が な か っ た ほ

ど公 正 に科 せ られ た 。 そ れ に 、 乗 組 員 は 相 手 の感 情 を刺 激 す る よ うな こ とは しな か

っ た の で あ る 、 と(Satowl921:347=1960(下):166)。 これ につ い て は次 節 で詳 し

く論 じ る こ と に した い 。

4.堺 事件(SakaiIncident)

慶応4年(1868年)2月15日(3月8日)、 堺市の守備 に当たっていた土佐藩士が船

か ら上陸 しよ うとしたフランス水兵 を殺害 した。 これ は連絡不備 による襲撃であっ

たが、結果的に11人 の水兵が死傷 し、フランス側 は殺害に関係 した者全員の死刑、

新政府 関係者 の陳謝 と賠償金 を要求 した。 要求通 り、20名 の土佐藩士(隊 長小頭

2名 ずつ、兵卒16名)が 堺の妙国寺の庭前で切腹す るこ とになった。 『堺市史』の

本編第三巻(1931年 編纂)に よると、実際に襲撃現場に居合わせた兵士は全部で

66名 いたが、発砲 しなかった者 もいた ことか ら、藩内で取調べ が行なわれ た(11)。

(フランス人に向かって)発 砲 したか しなか ったか とい う問いに、発砲 した と答え

た人は25名 であった。それ に士官4名 を合わせ て29名 は処刑 され ることになった。
一方、発砲 しなかった と申し出た41名 は国元に帰 され、処罰 されなかった。29名 の

処刑 であるが、大阪裁判所か ら土佐藩 に対 し発せ られた通知 には、2月23日 に堺市

の妙 国寺において、隊長2名 、兵士18名 が士分の礼(12)を もって切腹すべ しとあ り、

処刑 の人数を減少 させる必要がでた。 死刑になる20名 は、土佐藩の大阪屋敷 内にあ

る稲荷宮神社で くじ引きによって決まった。当選者 は士分の礼 をもって処遇 された
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ことを喜んだ(堺 市役所編1931:772-9)。

死刑の 日がきた。外国側 の検使 として、殺害 された水兵の乗艦の艦長 と数名 の将校

がその場 に臨んだ。最初に切腹 したのは隊長の箕浦で、はらわたを掴んでフランス人

に投げつ けようとしてい るかに見 え、外国人を戦慄 させた と伝 え られている(「 箕

浦は型の如 く割腹す るや臓腑を掴んでフランス人に投げ付ける様 をな し外人 を戦慄

せ しめた」堺市役所編1931:781)。12人 目の兵士の番がきた時、フランス人 は退

席 し、残 りの9名 の助命 を願い出た(13)。 生き残った兵は流罪に処せ られたが、 しば

らくして赦免 された。

「悲痛な儀式」に臨んだフランス海軍 コル ヴェッ ト艦デュプレクス号の艦長、ベ

ルガス=デ ュ=プ テ ィ ・トゥアール はそれを次 のよ うに描写 している。

償 い の時 を告 げ る鐘 がな った。

塀 に 囲 ま れ た 広 い 中庭 は 、 家 来 た ち が 護 衛 を して い る藩 主 の家 紋 の

つ い た(喪 の 色 で あ る)白 い 大 き な幕 で 覆 わ れ た段 に よ っ て 、 小 部

屋 に 分 け られ て い た 。 片 側 に は広 々 と した 二 つ の演 壇 が 設 け られ 、

そ の 一 つ は 処 刑 を 司 る任 務 を帯 び た 日本 の 役 人 の た め の も の で あ っ

た 。 正 面 に は 畳 の 敷 か れ た 四 角 い 空 間 が あ り、 そ の 畳 の 上 に は 白 い

大 き な 経 帷 子 が 、 そ して そ の 上 に は 赤 い 布 の 切 れ 端 が 置 か れ て あ っ

た 。 こ の 空 間 は 太 陽 や 雨 か ら守 られ て い た 。 右 手 に は 軍 の 分 遣 隊 が

控 え、左手 には受刑 者 た ちが入 れ られ て い る塔 が あった。

処刑 が 行 われ る直 前 にいつ も、一 人 の役 人 が来 る。割 腹:するた めに受 刑

者 に使 用 させ る こ とに な って い る短刀 の載 ってい る木製 の小 さな台 をゆ っ

く り と運 ん で く る。 経 帷 子 の 上 に それ を置 く と退 き さが る。す る と受 刑

者 が姿 を見せ る。役 人 は この男 の身 元 を確 認 し、 彼 に向か っ て判決 文 を読

ん でい る よ うであ る。役 人 は男 の前 で深 々 と頭 を下 げ る。 そ の時 、台 を運

ん できた役 人 が来 て 、男 に挨 拶 を し、彼 に 処刑場 へ の道 を教 え る。

二人揃 っ て ゆ っ く りと進 み 、介錯 人 が背 後 か ら二人 の後 に続 く。 畳 の端

に着 く と役 人 は再び 受刑 者 に 向か って頭 を下 げ 、彼 に短刀 を見せ 、ひ ざま

ず くべ き場 所 を教 え る。 男 は 同意 の合 図 をす る と、 再び真 っ直 ぐに背 筋 を

の ばす と、 ゆ っ く り と前 に進 む。 中程 に着 くとひ ざまず く。 この 当事 者 が

役 人で あ る場合 は、手 に持 っ てい る 自分 の主 君 の旗 を前 に さ し、 台 を手 の

届 くと ころに置 き、そ れ か らゆ っ く りと、静 か に、着 て い る物 をすべ て 上

か ら順 に剥 し、短 刀 を手 にす ると、水 平方 向 に割腹 す る。

最 初 の切腹 者 は、腸 が飛 び 出 してか らや っ と、崩 れ倒 れ た(Lepremier

nes'estaf肱iss6quelorsquesesentraillessontsorties)。

受刑者 が短刀 を手 にす る とす ぐに背 後 に 立つ介 錯 人 は、 両手 で刀 を握 っ

て 、そ の時 彼 の項 に一 撃 を振 り下 ろす 。 これで 大概 は胴 と首 が切 り離 され

る。 それ か ら受刑者 に 目をや り、傍 らに うず くま る。 も し首 が切 り離 され

て お らず 、ま だ体 が動 い てい るよ うな時 に は 、再度 立 ち上 がっ て も う一 振

り与 え るので あ る。遺 体 に頭 を下げ 、退 去 して立会 人 の 中に加 わ る。 す る

と八人 の男 た ち が遣 って きて 、遺 体 と、 処刑 に使用 した もの を退 き下 げ、

畳 表 と大 き な経帷 子 の 中にす べ て を包 み 込 む。 そ して 再び 次の 処刑 の場 所

が 準備 され るので あ る」。(DuPetit-Thouars1906:157-8=1993:30-1)

この説明で特に 目を引くのは、最初の受刑者 が腹 を切 る際の腸の露出についての

記述である。森鴎外の小説、 『堺事件』にも書いてあるように、切腹者たちは傷 口

か ら腸 を掴 みとって フランス人に向かって投げよ うとす るよ うな場面が一般的に想
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像 され て い る か と思 うが 、 トゥ ア ー ル は 「腸 が 飛 び 出 し て か らや っ と 、 崩 れ 倒 れ

た 」 とだ け 書 い て い る(14)。

トゥ ア ー ル は ま た 、 切 腹 した 藩 士 らに つ い て 、 「最 期 の 瞬澗 ま で 不 名 誉 で な い

受 刑 者 は 、 死 ん だ 後 殉 教 者 とな る」 と 指 摘 して い る(DuPetit-Thouars1906:158-9=

1993:32-3)。 こ こ で も 、 切 腹 が も っ て い る 「名 誉 付 与 」 の働 き が 明 らか で あ る。

おわ りに

以上、幕末に起きた外国人殺害事件 に焦点 を当て、各事件の加害者が どのよ うな

刑罰 を受 けたかを手がか りに、特に切腹 と斬首(打 ち首)と の違 い(少 な くとも当

時においては)を みてきた。以下、簡単にまとめる。

まず、罪の性質か らして、1番 目の生麦 と2番 目の鎌倉事件 において、被害 に遭 っ

たのは一般の外国人であ り、なおかつ鎌倉事件 の場合は単に道を走っていた際に襲

われたのである。1番 と3番 の事件に共通 してい るのは、 日本側の行進行列への外国

人による(無 礼 とは知れず)横 断、さらに堺事件では土佐藩の警備 隊によるフラン

スの水兵への攻撃が悲劇 の発端 となった とい うことである。鎌倉 事件 を除いては、

外 国人を襲った 日本側は行進や警備 とい う形の、いずれ も任務遂行 中の、軍人 とい

う職業上絡みの衝突だけあって、個人同士の私 的な喧嘩ではなかったゆえ、 当時の

刑罰 をめぐる評議 を一層困難 なものに した要因の一つであった とみるこ とができ

る。

どのケースにおいて も、外 国側 が出 した要求 には加 害者 の死刑 が必ず入 ってい

た。殺害者 を発見 できなかった と主張 し、処罰まで至 らなかった薩摩藩(生 麦事

件)を 除いて、あとの三つの事件の加害者 は死刑を受 けている。生麦 と鎌倉の両事

件の捜査および刑罰決定 を行なっていたのは幕府であったが、神戸並びに堺事件が

起きたのは、政権が幕府か ら新 日本政府に移 る時期 に当たってお り、新政府 が 日本

における唯一の主権者であること、そ してその政策が開国であることを外国側に示

したかった重要な時期であった。外 国の要求 をある程度受 け入れざるを得なかった

ことが事件の処理の仕方か ら窺われ る。

無防備 な一般 の外 国人を殺害 した清水は幕府 の判決で打ち首 となった。切腹か打

ち首か、幕府 の方で迷いがあったか どうかは報告者 には定かではないが、浪人 とは

言え、元はサムライの身分の者 なので、特別な計 らいで切腹 を許 され ることは可能

性 としては皆無であるとは言い切れ ない(罪 の性質か らしてきわめて低いが)。 ア

ダムスの見解 にあるよ うに、彼は名誉な切腹ではなく、不名誉な処刑 を受けたのは

償 いと戒め としてはもっともである、 とい う見方が示 されたことは興味深い。

結果的には首は落 されるが、受刑者 に対する処刑前後の周 りの待遇は、切腹 と斬

首 とでは全 く違 う。 このよ うなことは 「切腹は名誉ある死」 とい う観念の確立を大

いに助けたであろう。切腹 をす ることによって、死後 の評判は好意的で、英雄 とし

てみ られ るとい う点が、切腹 が他の処刑 ともっ とも異なる点であって、それが決定

的に表われているのが幕末の事件においてである。そ して、幕末の事件 は近現代の

切腹イメージの形成 に影響を与えたこ とは疑えない。

また形式か らみて、堺 と神戸事件における刑罰的な切腹 は、切腹人は実際に腹を

切 っているとい う意味において生々 しいものであ り、江戸時代 に行 なわれた刑罰的

な切腹(そ の通常的な例 において)と 異色 を示 している とここで強調 しておきた

い。切腹の意味合い と社会的な通念の形成および変容 を追求すべ く、今後はよ り詳
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細な分析 を加え、議論を深めていきたい。

注

1死 刑 に切腹 が加 わ って くるのは室 町時代 に入 っ てか らで あ ると されて い る(石 井1952:57-

65)。

2寛 保2年(1742)に 成 立 した 『公事 方御 定書』 の 下巻 。

3こ の メカ ニズ ムや 時代 の 波 につい て詳細 に論 じる必 要 はあ るが 、 ここでは省 略す る。

4今 日の横浜 市鶴 見 区生麦

5幕 臣川 勝近 江守 廣道 の子 孫 に よって編纂 され た公 文 書類

6「 精 々取調 候得 共何 分勇 壮之若 者 共数 百人有 之行 列 江 立障候 付新 助右通 取 計候事 にて假 令尋

当候 供可 差 出筋無 之 。行 列 江 無礼 相働 候者 は 打果 候 古 来 よ り之 国風仕 来 に候 」(日 本 史 籍 協

会1970:207-211)。

7書 翰 の原本 には ど う記 され てい るか現 時点 では未 確 認 で ある。

8ボ ー ル ドウィンの方 は即 死 だ ったが、 も う一 方 の方 の 致命 傷 は犯 人 が現場 を去 って か ら数 時

間後 に受 け た もので あ る と検視 の結果 で 明 らか に な った。 サ トウに よる と、幾 人 か の外 国 人

は、 この致命 傷 は、 バ ー ドが 犯人 の手 が か りを同胞 に提 供 しない こ とを防 ぐため 、事 故 の 知

らせ を受 けて直 ち に現 場 に駆 けつ けた奉行 の下 の人 に よっ て な され た と想像 して い た。 サ ト

ウを含 め 、脊髄 の傷 は軍 医の 不注意 に よって切 断 され た とい う見 方 も示 され た。

9彼 らは外 国人殺 害 陰謀 のた め清水 と組 んで金 持 ち の農 民 か ら金 を強 奪 した罪 で告発 され 、鎌

倉 の犯 行 に直接 の共 犯 関係 はな かった。

10原 初 には"Hewasmadeto㎞eeldownonaroughmatplacedin且ontofaholedugintheground

toreceivehisblood"と 記 され てい る。つ ま り、莚 の前 に血 を受 け る穴 が掘 られ てい た、 とい う

こ とであ る。

111971年 に編纂 された 『堺 市史 続編』 を見 てみ る と、 いわ ゆる 「堺事件 論争」(妙 国寺 と宝

珠 院 との問 の反 目;第 六巻 参 照)を 除 いて 、堺 事件 につ い て は詳細 な記 述 が 見 当た らない 。

第 一 巻 の関連 項 目には 、 『堺 市 史』(1931年 に編纂 され た 本編)に 詳 しい と書 い て あ る のみ

で あ る。

12こ こで 「士 分 の礼 」 が意 味 してい るの は、兵 卒 とい うサム ライ でない身 分 の者 に対 す る通

常 の死刑 は 斬刑 で あ り、従 って そ のや り方 も丁 寧 で は ない が 、今 回 は(一 方 の説 で は 、朝 廷

の計 らい に よって)武 士 と して の待 遇 を受 け、割 腹 させ て も ら うこ とに なった。

13こ の命 乞 いの判 断 につい て は、処刑 場 に臨席 した フ ランス海 軍 コル ヴェ ッ ト艦 デ ュプ レク

ス号 の艦長 、デ ュ=プ テ ィ ・トゥアー ル は次 の よ うに述 べ てい る。

間 もな く、 第十 一番 目の首(わ れ われ の犠 牲 者 に対 しそれ ぞれ 一 つ に当

た る)が はね られ る ことに な る。 とす ぐに 、 わた しは この償 い の裁 き の流

れ を中止 させ る決 心 を した。 先 に述べ た こ との他 に、 わた しには、 われ わ

れ が 自分 た ちの力 を十分示 した ので あ るか ら、新 しい節 度 の証 を与 え る こ

とが 、 よい効 果 を伴 うよ うに思 われ たか らで あ る。 それ た夜 にな り、風 が

吹 き始 めて幕 を横 か ら叩い てい た。 暗 くな る前 に船 艇 に戻 る こ とは、慎 重

に も勝 る事柄 で あ った。(DuPetit-Thouars1906=1993:31)

14大 正3年(1914)に 発 表 され た森 鴎外 の 『堺 事件 』 に こ う書 かれて い る。 「(最 初 に切 腹

した)箕 浦 は衣 服 を くつ ろ げ、 短刀 を逆手 に 取 って 、左 の脇 腹へ 深 く突 き 立て 、三 寸切 り下

げ 、右へ 引き廻 して 、又 三寸 切 り上 げた。 刃 が深 く入 っ たの で 、創 口は廣 く開 い た。 箕 浦 は

短 刀 を捨 て て 、右 手 を創 に挿 し込 んで 、大 網 を掴 ん で 引 き 出 しつつ 、 フラ ンス 人 を睨 み付 け

た」(森1973:191-92)。 作家 の大 岡昇 平が 指摘 して い るよ うに、森 鴎外 には美 談作 りの意

図が み られ 、歴 史小 説 と して は疑問 が ある。詳 しくは 大 岡の 「『堺 事件』疑 異」お よび 「『堺
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事件』の構図 森鴎外における切盛と捏造」を参照されたい。
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